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翻
　
訳

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と

法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一
つ
の
判
例
―
―

マ
レ
ー

対

マ
レ
ー
事
件
」

（りヽ
口
『ヽ

，
「
く
』
昌
口
『
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士
心　　
掛側

武

訳

本
稿
は
、
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一
つ
の
判

例

で
あ

る

マ

レ
ー

対

　
マ

レ
ー
事

件

・Ｔ

ｈ“
電
ミ

メ
〓
珂
Ｓ
ス
∽
・９
Ｈ８
０
・お
０
∽
・国
・ド

∞ヽ
こ

の
全
訳
で
あ
る
。

高
齢
社
会
の
急
激
な
進
．展
を
背
景
と
し
て
、　
一
九
九
九
年
第

一
四
五
回
通

常
国
会
に
提
出

・
審
議
さ
れ

一
九
九
九
年
第

一
四
六
臨
時
国
会
で
継
続
審
議

さ
れ
て
い
た
、
日
本
の
新
し
い
成
年
後
見
制
度
を
創
設
す
る
民
法
改
正
案
な

ど
関
連
四
法
案

（「民
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
、
「民
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
、
「任
意

後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
」
、
「後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
し

は
、　
一
九

ァ
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一

九
九
年
十

一
月
二
四
日
に
参
議
院
本
会
議
で
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
衆
議
院

に
送
付
さ
れ
、　
一
九
九
九
年
十
二
月

一
日
に
衆
議
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立

し
た
。

こ
の
新
し
い
成
年
後
見
法
は
、
さ
き
に
成
立
し
た
介
護
保
険
法
と
と
も
に

二
〇
〇
〇
年
四
月

一
日
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
両
法
が
相
挨

っ
て
超

高
齢
社
会
と
い
わ
れ
る
二

一
世
紀
に
お
い
て
、
高
齢
者
な
ど
の
要
保
護
者
の

身
上
監
護

・
財
産
管
理
が
円
滑
に
促
進
さ
れ
、
も

っ
て
要
保
護
者
の
福
祉
が

増
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

新
し
い
成
年
後
見
制
度
の
特
徴
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
と
し
て
、
従
来
用

つ
の
判
例
―
マ
レ
ー
対
マ
レ
ー
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九

一



法
政
研
究
四
巻
四
号

（二
〇
〇
〇
年
）

い
ら
れ
て
き
た

「無
能
力
」
、
「無
能
力
者
」
と
い
う
概
念
が
廃
止
さ
れ
、
そ

の
代
り
に

「能
カ
ノ
制
限
」、
「制
限
能
力
者
」、
「成
年
被
後
見
人
」
と
い
う

概
念
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う

（民
法
十
九
条
、
二
〇
条
、　
一

二
〇
条
、　
〓

一
一
条
、　
一
五
九
条
、
四
四
九
条
、
七
八
〇
条
、
九

一
七
条
、

一
〇
〇
九
条
参
照
）
。
こ
れ
は
単
に
言
葉
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
「自
己
決
定
尊
重
と
本
人
保
護
の
必
要
性
の
調
和
」
と
い
う
新
し
い
成

年
後
見
制
度
の
理
念
を
こ
こ
に
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
己
決
定
尊
重
の
見
地
か
ら
、
従
来
存
在
し
て
き
た
法
定
後
見
制

度
に
加
え
て
、
新
た
に
英
米
法
を
参
考
に
し
つ
つ
も
任
意
後
見
人
の
権
限
濫

用
防
止
の
た
め
に
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
任
意
後
見
監
督
人
の
選
任
を
停
止
条

件
と
し
て
発
効
す
る
日
本
独
自
の
任
意
後
見
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
は
画

期
的
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

こ
の
新
し
い
成
年
後
見
法
が
規
定
す
る
法
定
後
見
と
任
意
後
見
と
い
う
二

つ
の
後
見
制
度
、
さ
ら
に
は
そ
の
実
質
的
機
能
か
ら
広
く
任
意
後
見
と
と
ら

え
る
こ
と
も
で
き
る
従
来
存
在
し
て
き
た
任
意
代
理
の
た
め
の
委
任
契
約
は

今
後
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立

つ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各

州
の
制
定
法
な
ら
び
に
裁
判
例
を
比
較
法
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
日
本
法
上
の
課
題
に
対
す
る
示
唆
を
得
た
い
―
―
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

を
も
っ
て
私
は
現
在
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

一
九
二

新
し
い
日
本
の
成
年
後
見
法
で
は
、
任
意
後
見
と
法
定
後
見
は
い
か
な
る

場
合
に
も
併
存

・
競
合

・
協
働
す
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
か

一
方
が
行
わ
れ

て
い
る
と
き
は
他
方
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る

（任
意

後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
第
十
条
、
第
四
条
第

一
項
第
二
号
、
第
四
条
第
二

項
参
照
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、　
一
九
七
九
年
統

一
継
続
的
代
理
権
法
の
影
響
の
も
と
に

す
で
に
全
州
で
任
意
後
見
に
関
す
る
制
定
法
を
有
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
お
い
て
は
、
各
州
の
制
定
法
は
、
自
己
決
定
の
尊
重
の
貫
徹
と
本
人
の

福
祉
を
図
る
た
め
に
、
任
意
後
見
制
度
と
法
定
後
見
制
度
の
併
存

ｏ
競
合
を

認
め
、
二
つ
の
制
度
を
協
働
さ
せ
る
方
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（
ア
メ

リ
カ
各
州
の
制
定
法
は
、
任
意
後
見
制
度
と
法
定
後
見
制
度
の
競
合
に
つ
い

て
、
大
き
く
Ｉ
全
面
的
競
合
型
と
Ⅱ
非
競
合

・
自
動
消
滅
型
に
類
型
化
さ
れ
、

さ
ら
に
Ｉ
は
①
統

一
法
型
、
②
任
意
後
見
優
先
型
、
③
調
和
型
に
、
Ⅱ
は
①

全
部
消
滅
型
、
②

一
部
消
滅
型
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
後
日
別
稿
で
詳
細
に
論
じ
た
い
）。

す
で
に
私
は
、
前
者
の
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る
判
決
と

し
て
、
「
ユ
ー
イ
ン
グ
の
財
産

対

ブ
ラ
イ
ア
ン
事
件
」
本
誌

第
二
巻
第
二

号

一
二
五
頁
―

一
四
五
頁

（
一
九
九
八
年
）
、
「
マ
ア
ブ
リ
ィ
の
後
見
に
関
す

る
事
件
」
本
誌

第
二
巻
第
二

・
四
号
三
四
三
頁
―
三
六
二
頁

（
一
九
九
九



年
）
、
「
ラ
イ
ス

対

フ
ロ
イ
ド
事
件
」
本
誌
第
四
巻
第

一
号

一
五
五
頁
―

一

六
八
頁

（
一
九
九
九
年
）
を
、
後
者
の
継
続
的
委
任
状
に
よ
る
法
定
後
見
人

指
名
に
関
す
る

一
つ
の
判
決
と
し
て

「
ス
ミ
ス
の
法
定
後
見
事
件
」
本
誌
第

四
巻
第
二

・
三
号
九
五
頁
―

一
一
〇
頁

（
一
九
九
九
年
）
を
、
全
文
の
翻
訳

と
い
う
形
で
を
紹
介
し
て
き
た
。

本
マ
レ
ー
対
マ
レ
ー
事
件
判
決
は
傍
論
な
が
ら
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の

競
合
に
つ
い
て
、

サ
ウ
ス

・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
制
定
法

〔∽
・ｏ
・〇
＆
Φ

＞
い
い
。８
ぶ

ｏ３
‐ｏ‐８
じ

（前
述
の
類
型
化
の
Ⅱ
ｌ
②
に
該
当
す
る
）
を
適

用
し
て
お
り
、
前
者
に
関
す
る

一
判
決
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

本
判
決
で
は
、
完
全
に
障
害
を
負
い
無
能
力
に
な
っ
て
い
る
八
七
才
の
夫

が
八
〇
才
の
妻
に
対
し
て
、
任
意
後
見
人
と
し
て
の
、
先
妻
と
の
間
の
息
子

（財
産
管
理
人

・
法
定
後
見
人
を
兼
ね
る
）
に
よ
っ
て
、
提
起
し
た
離
婚
を

求
め
る
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
下
級
審
た
る
家
庭

裁
判
所
は
当
該
離
婚
を
求
め
る
訴
え
に
お
け
る
息
子
の
代
理
権
行
使
を
任
意

後
見
人
と
し
て
で
は
な
く
、
財
産
管
理
人
と
法
定
後
見
人
と
し
て
の
能
力
に

お
い
て
と
修
正
し
て
離
婚
を
認
め
た
。
本
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高

裁
判
所
判
決
は
家
庭
裁
判
所
の
決
定
を
、
夫
の
能
力
に
つ
い
て
個
別
具
体
的

な
事
実
認
定
を
行
う
た
め
に
一
部
差
戻
し
、
制
裁
措
置
を
求
め
る
妻
の
要
求

を
否
定
し
た
点
に
つ
い
て
は

一
部
維
持
す
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ァ
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一

私
の
本
判
決
に
お
け
る
最
大
の
関
心
は
、
傍
論
な
が
ら
任
意
後
見
と
法
定

後
見
の
競
合
に
つ
い
て
・
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
制
定
法

〔∽
あ
わ

ｏ
計

＞
い
０
・８
ぶ

ｏ
３
‐い‐い日
〕
を
適
用
し
て
、
法
定
後
見
の
範
囲
内
に
お

い
て
任
意
後
見
が
消
滅
し
、
両
者
は
競
合
し
な
い
と
判
示
し
た
こ
と
で
あ
る

（該
当
部
分
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
示
し
て
あ
る
）
が
、
本
判
決
の
主
要
な
論

点
は
、
法
定
後
見
人
は
無
能
力
者
を
代
理
し
て
離
婚
の
訴
え
を
提
起
で
き
る

か
、
と
い
う
代
理
人
の
権
限
行
使
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

一
身
専
属
性
の
問
題

で
あ
り
、
さ
ら
に
訴
訟
に
お
け
る
利
益
相
反
の
問
題
等
に
も
本
件
は
関
係
し

て
い
る
。
本
件
は
事
例
的
に
み
て
も
大
変
興
味
深
く
、
離
婚
が
増
加
し
て
ゆ

く
傾
向
に
あ
る
日
本
に
お
い
て
も
今
後
益
々
こ
の
よ
う
な
事
例
は
起
り
や
す

く
な
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
自
分
が
本
当
に

「信
頼
」
で
き
る
人
は
誰
な

の
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

本
翻
訳
は
比
較
法
的
な
意
味
で
の
存
在
意
義
を
有
す
る
と
考
え
る
。

な
お
、
日
本
法

へ
の
示
唆
を
得
る
た
め
の
本
判
決
の
よ
り
詳
細
な
分
析
な

ら
び
に
法
定
後
見
と
任
意
後
見
の
競
合
や
継
続
的
委
任
状
に
よ
る
法
定
後
見

人
指
名
に
関
す
る
で
き
る
だ
け
多
く
の
他
の
ア
メ
リ
カ
の
判
決
の
検
討
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
今
後
の
私
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

卜
ＮＯ　
∽
』口
。Ｎヽ
　
『∞
Ｈ

つ
の
判
例
―
マ
レ
ー
対
マ
レ
ー
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
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政
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究
四
巻
四
号

（二
〇
〇
〇
年
）

財
産
管
理
人
か
つ
法
定
後
見
人
の
ア
ラ
ン
・
マ
レ
ー
を
代
理
人
と
す
る
、
フ

レ
ッ
チ
ャ
ー

・
リ
ー

・
マ
レ
ー

（被
上
訴
人
）
対

チ
ャ
ー
リ
ー
・
ベ
レ
・

マ
レ
ト

（上
訴
人
）
事
件

判
決
理
由

Ｚ
ｏ
・器
ざ
］

サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判
所

九
九
二
年
十
二
月
十

一
日
提
出

九
九
二
年
二
月

一
日
登
録

上
訴
人
側
訴
訟
代
理
人

リ
ン
ダ

・
ゼ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ッ
ク
ソ
ン

（ジ
ャ
ツ
ク
ソ
ン

ア
ン
ド

ジ
ャ
ツ

ク
ソ
ン
法
律
事
務
所

所
属
）

［在
コ
ロ
ン
ビ
ア
］

被
上
訴
人
側
訴
訟
代
理
人

エ
イ
チ

・
レ
イ

・
ハ
ム

［在
ケ
イ
ス
ィ
ー
・
ウ
エ
ス
ト
コ
ロ
ン
ビ
ア
］

被
上
訴
人
側
訴
訟
後
見
人

フ
ォ
ー
レ
ス
ト
・
ヶ
イ

・
ア
ボ
ッ
ト

［在
ケ
イ
ス
ィ
ー
］

担
当
裁
判
官

ト
ウ
ル
、
ハ
ー
ウ
ェ
ル
、
チ
ヤ
ン
ド
ラ
ー
、
フ
ィ
ニ
ー
、
ム
ー
ア

一
九
四

ト
ウ
ル
裁
判
官
が
判
決
理
由
を
述
べ
た
。

ト
ウ
ル
陪
席
裁
判
官
に
よ
る
判
決
理
由

本
件
上
訴
は
、
離
婚
の
訴
え
を
却
下
す
る
よ
う
求
め
る
上
訴
人
で
あ
る
妻

の
申
立
て
な
ら
び
に
妻
の
求
め
た
制
裁
措
置
を
否
認
し
た
家
庭
裁
判
所
の
決

定
を
不
服
と
し
て
上
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
原
判
決
の

一
部

を
差
戻
し

一
部
を
維
持
す
る
。

本
件
被
上
訴
人
で
あ
る
夫
は
八
十
七
才
、
妻
は
八
十
才
で
あ
る
。
か
れ
ら

は

一
九
七
二
年
に
結
婚
し
た
が
、
こ
の
結
婚
は
双
方
に
と
っ
て
再
婚
で
あ
っ

た
。　
一
九
九
〇
年

一
月
に
夫
が
病
気
に
な
っ
た
。
二
週
間
入
院
し
た
後
で
、

夫
は
最
初
の
結
婚
で
生
ま
れ
た
息
子
で
あ
る
ア
ラ
ン
・
マ
レ
ー

（以
下
、
息

子
と
い
う
）
の
家
へ
行

っ
て
、
そ
こ
で
昼
夜
を
問
わ
ず
至
れ
り
尽
く
せ
り
の

世
話
を
受
け
た
。
夫
は

一
九
九

一
年

一
〇
月
に
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
に
入
れ

ら
れ
た
。

一
九
八
九
年
十
二
月
、
夫
は
自
分
の
事
業
を
取
り
行
な
う
た
め
に
、
息
子



を
任
意
後
見
人

（粋
けＲ
お
Ч
‐】甲
す
ｏし

に
選
任
し
て
い
る
。　
一
九
九
〇
年

二
月
、
息
子
は
夫
の
財
産
管
理
人
と
法
定
財
産
後
見
人

（８
諷
Φコ
ｐ
けＲ

，
い
一
”
‘
ｐ
ａ
【”
い
Ｒ

Ｆ
“
多
”
い
一
．∽
８
一詳
①）
に
選
任
さ
れ
た
。

本
件
訴
訟
は
、　
一
九
九
〇
年
二
月
に
妻
が
別
居
扶
養
料

（∽①り
Ｒ
算
Φ

∽“
Ｕ
り
Ｏ
ュ

，
い
ヽ
日
”
い詳
ｏ●
”
Ｒ
ｅ

を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
夫
は
完
全
に
障
害
を
負
い
無
能
力
に
な
っ
て
い

た

↑
ｏ
け”
一ぞ

，
３
げ
｝＆

”
い
Ｏ
Ｆ
Ｓ
ｕ
Ｒ
一ご
一＆
）
の
で
、
裁
判
に
出
席
し

な
か
っ
た
。
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
夫
婦
財
産

（日
ミ
〓
２

，
∽∽Φけし

の
三
分
の
一
を
妻
に
与
え
、
夫
に
対
し
扶
養
料
と
し
て
妻
に
月
四
〇
〇
ド
ル

を
支
払
う
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
の
命
令
を
不
服
と
す
る
上
訴
は
現
在
、
当
裁

判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。

一
九
九

一
年
十

一
月
七
日
、
離
婚
を
求
め
る
本
件
訴
え
を
、
息
子
が
夫
を

任
意
後
見
人
と
し
て
の
能
力
に
お
い
て
代
理
し
て
提
起
し
た
。
訴
訟
後
見
人

が
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
夫
の
利
益
を
代
表
す
る
た
め
に
、
選
任
さ
れ
た
。

妻
は
、
任
意
後
見
の
委
任
状

（諄
①
り
ｏ
ヨ
Ｒ

ｏ
「
Ｒ
一Ｒ
●
ｏし

を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
離
婚
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
主
張
に
基
づ
い
て
、
離
婚
の
訴
え
を
却
下
す
る
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
妻

は
、
離
婚
は
完
全
に

一
身
専
属
的

（窮

８ヽ
●
”
じ

で
あ
り
、
さ
ら
に
息
子
は

夫
の
財
産
の
潜
在
的
な
受
益
者
と
し
て
明
ら
か
に
利
益
相
反
性

（８
ュ
｝ぃ繁

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一

Ｒ

い詳
Φ『①の一）
を
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
息
子
に
は
離
婚
の
訴
え
を
提

起
す
る
能
力
が
な
い
と
主
張
し
た
。
最
後
に
、
妻
は
、
息
子
は
夫
の
財
産
管

理
人
と
法
定
財
産
後
見
人
に
選
任
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
任
意
後
見
の
委

任
状
は
も
は
や
有
効
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
離
婚
の
訴
え
を
却
下
す
る
よ
う
求
め
る
こ
の

申
立
て
を
否
認
し
て
、
離
婚
を
求
め
る
訴
え
が

「任
意
後
見
人
と
し
て
の
能

力
に
お
い
て
」
で
は
な
く
て

「財
産
管
理
人
と
法
定
財
産
後
見
人
と
し
て
の

能
力
に
お
い
て
」
夫
を
代
理
し
て
息
子
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
た
め
に
訴
状
の
冒
頭
に
お
け
る
権
限
の
記
載

（８
稗
一ｏ
こ

を
修

正
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

法
な
い
し
は
分
析

サ
ウ
ス

・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈
法
典
第
六
十
二
―
五
―
五
０

一
条

〔∽
ｏ
Ｅ〔〓
０
０
２ヽ
ヨ
ｏ
Ｏ
ｏ
Ｑ
Φ
＞
コ
Ｐ

ｏ
ｏＮ‐６‐０一
一
（り
Ｅ
Ｕ
ｐ
一〇ＯＮ）
〕
は

コ
要
任
一

状
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
法
定
後
見
人
の
選
任
に
よ
り

法
定
後
見
の
範
囲
内
の
事
柄
に
関
す
る
委
任
状
の
全
部
又
は

一
部
の
効
力
が

消
滅
し
、
財
産
管
理
人
の
選
任
に
よ
り
財
産
管
理
の
範
囲
内
の
事
柄
に
関
す

る
委
任
状
の
全
部
又
は

一
部
の
効
力
が
消
滅
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

つ
の
判
例
―
マ
レ
ー
対
マ
レ
ー
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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夫
が
作
成
し
た
委
任
状
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
定

後
見
人
と
財
産
管
理
人
が
選
任
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
委
任
状
を
継
続
さ

せ
る
規
定
が
、
当
該
委
任
状
に
含
ま
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
息
子
は
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
な
規
定
が
存
在
す
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
裁
判
所
は
、
当
該
委
任
状
に
は
特

段
の
規
定
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
息

子
が
任
意
後
見
人
と
し
て
選
任
さ
れ
た
効
力
は
、
息
子
が
夫
の
財
産
管
理
人

と
法
定
財
産
後
見
人
に
選
任
さ
れ
た

一
九
九
〇
年
二
月
に
消
滅
し
た
、
し
た

が
っ
て
、
息
子
は
夫
の
任
意
後
見
人
と
し
て
夫
を
代
理
し
て
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
当
裁
判
所
は
判
示
す
る
。

財
産
管
理
人
に
選
任
さ
れ
る
と
被
保
護
者
の
す
べ
て
の
財
産
に
対
す
る
権

原
が
受
託
者
に
与
え
ら
れ
る
。
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈
法
典
第
六

十
二
―
五
―
四
二
〇
条

〔ｐ

ｏ

６
ｏ
計

＞
●
Ｐ

器
Ｎ‐い‐卜
８
（Ｈ８
じ
〕
。
財

産
管
理
人
は
、
被
保
護
者
の
財
産
に
属
す
る
資
産
や
資
金
を
管
理
す
る
権
限

を
有
す
る
。
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈
法
典
第
六
十
二
―
五
―
四
二

四
条
及
び
四
二
五
条

〔ｐ

ｏ
・
ｏ
ａ
①
＞
●
Ｆ

協
３
‐い‐卜
に

目
鮎

急
い

０
０霧
）
〕
。
財
産
管
理
人
は
、
被
保
護
者
の
財
産
に
属
す
る
資
産
を
守
る
た

め
に
、
原
告
と
な
っ
て
訴
え
や
請
求
や
訴
訟
手
続
を
行
い
、
又
は
被
告
と
な
っ

て
そ
れ
ら
を
防
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈

一
九
六

法
典
第
六
十
二
―
五
―
四
二
四
山
条

〔ｐ

ｏ
・
ｏ
ｏ
〓

＞
●
Ｐ

８
Ｎ‐い‐ミ
六
〇

（毬
鶴
）
〕
。
し
た
が
っ
て
、
財
産
管
理
人
は
被
保
護
者
の
財
産
に
属
す
る
資

産
を
守
る
た
め
に
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

一
方
で
、
財
産
管
理
人
が
身

上
に
関
す
る
事
柄

（鷺
『めｏ
●
巴

日
詳
け０『し

に
つ
い
て
訴
訟
を
開
始
す
る

こ
と
を
許
す
権
限
は
制
定
法
上
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
息
子
は
財
産
管
理
人
と
し
て
の
能
力
に
お
い
て
離
婚
を
求
め
る
本
件

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

法
定
後
見
人
は
、
継
続
的
な
世
話
と
監
督
を
提
供
す
る
手
段
と
し
て
、
無

能
力
者

（Ｆ
８
り
Ｒ
」ご
一＆

り
Φ『８
じ

に
対
し
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈
法
典
第
六
十
二
―
五
―
三
〇
四
条

〔９

９

ｏ
ｏ
計

＞
●
Ｐ

器
Ｎ‐ｕ‐∞Ｒ
３
‘
Ｕ
フ

じ
鍵
）〕
。
「
無
能
力
者
」
と
は

「精
神
病
、
精
神
遅
滞

（日
０詳
≧

計
』いｏい８
Ｑ
）
、
身
体
の
病
気
な
い
し
は

障
害
、
高
齢
、
薬
物
の
常
習
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
な
い
し
は
そ
の
他
の
原

因

（未
成
年
を
除
く
）
を
理
由
と
し
て
、
自
ら
の
身
上

・
財
産
に
つ
き
責
任

あ
る
決
定
を
行
い
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
の
に
十
分
な
理
解
や
能
力
を
欠
く
程

度
ま
で
、
減
退
し
て
い
る

（一日
も
ｐ
中壽
ｅ

あ
ら
ゆ
る
者
を
い
う
」。
サ
ウ
ス
・

キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈
法
典
第
六
十
二
―
五
―

一
〇

一
一
条

〔幹

ｏ
・
ｏ
ｏ
浄

＞
い

，

８
Ｎ・ｏ‐８
只
じ
６
●
３
・８
廊
）
ヽ

サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
注
釈

法
典
第
六
十
二
―
五
―
三

一
二
条

ａ
・９
ｏ
ｏ
ヽ
Φ
＞
い
Ｆ

８
Ｎ‐ｏ‐〓
只
８
繋
》



は
、
法
定
後
見
人
の
一
般
的
な
権
限
や
義
務
の
大
要
を
規
定
し
て
い
る
が
、

法
定
後
見
人
は
被
後
見
人
を
代
理
し
て
訴
訟
を
開
始
で
き
る
か
に
つ
い
て
は

規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
ウ
ス
ｏ
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
民
事
訴

訟
規
則
第
十
七
条

（コ
“
ド

ヽ
い
∽
ｏ
コ
Ｑ
「
）
は
、
「無
能
力

（一●
８
日
も
ΦけΦ口
一ビ

者
に
、
た
と
え
ば
通
常
の
法
定
後
見
人
の
よ
う
な
代
理
人
が
い
る
と
き
は
、

当
該
代
理
人
は
無
能
力
者
を
代
理
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

２０
。法

定
後
見
人
は
無
能
力
者
を
代
理
し
て
離
婚
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
本
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
お
い
て
は
今

ま
で
直
接
取
扱
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
法
定
後
見
人
は
、
制
定
法
上
の

権
限
が
な
け
れ
ば
、
精
神
無
能
力
者

（日
８
ご
中イ

〓
８
日
窮
け８
Ｃ

を
代

理
し
て
当
該
精
神
無
能
力
者
の
婚
姻
の
解
消
を
求
め
て
訴
訟
を
開
始
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
多
数
の
判
例
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
準

則
で
あ
る
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン

対

ボ
ウ
マ
ン
事
件

〔』
Ｒ
Ｆ
８
●
メ
ロ
ｏ
■
日
翼
ｒ

圏
一
＞
『ド
・ぶ
∞
・ミ
Φ
幹
ヨ
。い０
蛍
卜
曾
８
０
〕、

コ
ッ
ク
ス

対

ア
ー
ム
ス
ト

ロ
ン
グ
事
件

〔ｏ
Я

く
。＞
『ヨ
∽け『８
”
ヒ

Ｎ

ｏ
ｏ

，
ＮＮ
『
・ＮＮ

り
。ざ

ω
ざ

（８
８
）
〕、
ス
コ
ッ
ト

対

ス
コ
ッ
ト
事
件

〔∽
８
諄

メ
∽
８
けけ̈
ふ

∽
ｏ
。Ｎヽ

∞

『只
『
Ｆ
・８
８
と
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

対

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
事
件

〔『
Ｆ
〓
い毬

く
。

「
巨
中一一７
・８
ω
Ｏ
Ｐ

８
ｏ
・さ

∽
ヨ
己
ヽ
露
ス
辱
卜
じ
〕
、
ド
ウ
ル
ー
の
婚
姻

ァ
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一

一争
性
Ｈ

〔
Ｈ
●

『
Φ

ヱ
Ｆ
『
ユ
”
”
ｏ

ｏ
』

Ｕ
『
①
■
ｐ
ｒ
い
０

目
〕
』
Ｏ

Ｎ
ｏ
ｒ
ｕ
ｏ
∞

Ｚ

・口
』
鮎

ω
８
・Ｈ８

口
ｒ
∪
８
・認
×
８
８
と
、
州
の
名
に
お
け
る
ク
イ
ヤ
ー

対

マ
デ
ィ

ソ
ン
巡
回
裁
判
所
事
件

〔∽
ご
ざ

粛

卜ヽ

Ｏ
ｃ
８
『
メ
〓

，
ヽ
一８
●
９

８ヽ
〓

ｏ
８

罫

Ｎ
Ｓ

Ｆ

３

３

８

ｚ

。日
浚

圏

卜
（
卜
ｏ
じ

ヽ

モ

ー

ラ

ー

対

シ

ャ

ン

ク
の
財
産
事
件

〔〓
ｏ
デ
】Ｒ

く
。∽
Ｆ
ｐ
●
庁
．の
国
のご
↑①・８

♂
■

，
ミ
ω
・８

Ｚ
・■
・

Φ曽
（ド∞Φいと

、

バ
ー
ド
ゼ
ル

対

バ
ー
ド
ゼ

ル
事
件

〔聟
ａ
Ｎ＆

く
。

〕
〓

ュ

一
毬

因
ロ

ト
郎

ｏ

”
霊

（

∞
３

〕
、

ジ

ョ

ン

ソ

ン

対

ジ

ョ

ン

ソ

ン
童
五
任

Ｆ
「０
ド
い
∽
ｏ
●

く
。Ｌ
Ｏ
Ｆ
●
め
０
●
・ぃ
０
ド

Ｈｎ
Ч
・ヽ
「

。い
『
〇

∽
ン
ζ
・”
ヽ

∞
∞
０
（
い
０
卜
∞
）
〕
、

ス

テ

ィ

ー

ブ

ン

ス

対

ス

テ

ィ

ー

ブ

ン

ス
事

件

〔∽
ざ

お

り
の

メ
∽
ざ

お

い
め
・８

ｏ

〓
い魯
・ミ
ｏ
・鵠
卜
Ｚ
螢
Ｆ
８
只
お
〓
と
、
ヒ
ギ
ン
ボ
ウ
サ
ム

対

ヒ
ギ
ン
ボ

ウ
サ
ム
事
件

〔回
け
Ｌ
●
ｇ
諄
”
曰

く
。口
一”
”
●̈
げ
β
Ｆ

，
日
）〓
ｏ
∽
・■
・ピ

∞
〓

（〓
ｏ
・９
。＞
３
・ド⑬卜ｏ
と

、

ジ

ェ
ニ
ン
グ
ズ

に
関
す
る
事
件

〔
Ｆ

『Φ

』
の
い
０
い●
”
の
・【
∞
『
　
］イ
・』
・∽
‘
り
Φ
『
・０
い

。さ
い
い
　
とヽ
。い
０
　
い
ヽ
Ｎ
（
一
Φ
∞
Ｆ
）
〕
、
　
モ

ー

マ

ン

対

コ
ッ
プ
事
件

〔〓
ｏ
ド
日ヽ
昌
い
く
【
ｏ
げ
・お
い
７
メ
あ
い・田

Ｚ
』
・ピ

Φ
曽

含
Φ卜
ωと

、
　
フ
リ

ー

マ
ン

対

フ
リ

ー

マ
ン
事

件

〔
で
８
日
昌

メ
『
『
Φ
Φ
日

，
い
・∞
卜

Ｚ

・〇
・＞
ｏ
フ

ω
ｏ
ｒ

・Ｎ
ω
『

∽
。国
“
一

∞
い
『
（
ド
Φ
『
『
）
〕
、
　
シ

ェ

ン

ク

対
¨
シ

ェ

ン

ク

車
工
Ｔ

〔∽
ｒ
Φ
い
Ｆ

メ
∽

，
①
口
Ｆ

い
ｏ
ｏ

Ｏ
Ｆ
ざ

＞
ｏ
フ
ω
ド
い
ω
ｏ

Ｚ
。日
・Ｎ
ヽ

卜
８
含
湯
じ
〕
を
参
照
。
法
定
後
見
人
に
無
能
力
者
を
代
理
し
て
訴
訟
を
開

始
す
る

一
般
的
な
権
限
を
与
え
る
制
定
法
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
域
に
存

つ
の
判
例
―
マ
レ
ー
対
マ
レ
ー
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
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在
し
て
い
る
け
れ
ど
、
明
示
的
に
そ
う
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

制
定
法
は
離
婚
の
訴
え
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「注
釈

・
無
能
力
配
偶
者
の
法
定
後
見
人
、
補
佐
人
、
訴
訟
後
見
人
が
離
婚

や
婚
姻
無
効
の
許
可
な
い
し
は
取
消
を
求
め
て
訴
え
た
り
、
当
該
訴
訟
に
お

い
て
和
解
を
す
る
権
限
」

〔＞
●
８
一”
一中８
・「
ｏ
■
ｑ

ｏ
』
Ｈ●
８
８
り
ｏけΦ詳

∽
り
Ｏ
●
∽
①
の
．め
　
の
一“
”
ヽ
０
一
”
●
・０
０
員
長
が
い
け
け
Φ
①
・０
『
　
ソ
『０
図
け

『
『
一
Φ
い
０
　
け
Ｏ
　
∽
』
Φ
　
』
０
ヽ

〇
【
”
●
け
一
口
”

　

０
ヽ

　

♂
「
”
ｏ

，
Ｌ
Ｏ
●

　

０
い
　

一口
一
く
Ｏ
【
ｏ
ｏ
　

Ｏ
『

　

ンヽ
ロ
い
●
Ｆ
“
Φ
い
け
　

Ｏ
』

ソ
ヽ
”
『
ヽ
中
”
”
Φ
・０
ヽ

け
Ｏ
　
ン
〔
”
Ｆ
ｏ

”
　
Ｏ
０
８

り
ヽ
ｏ
晏
Ｌ
め
ｏ
　
Ｏ
ヽ
　
∽
Φ
け
け
】
Ｑ
Ｒ
Ｆｏ
●
け

い
●
　
∽
●
ｏ
●

∽
』
ｉ
ｏ
ン
ｒ
押
〓

ｏ曽
含
８
ｏ
〕
を
参
照
。
さ
ら
に
上
記
の
ク
イ
ヤ
ー
事

件
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
事
件
、
モ
ー
マ
ン
事
件
も
参
照
。
多
数
の
見
解
の
根
底
に

あ
る
理
論
は
、
離
婚
の
訴
え
は
ま
さ
に
完
全
に

一
身
専
属
的

（窮
『８
●
”
じ

で
あ
り
本
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（さ
澤
いｏ
い
Ｌ
）
か
ら
、
た
と
え

そ
の
結
果
が
無
能
力
者
を
代
理
し
て
婚
姻
を
解
消
不
能
に
し
よ
う
と
す
る
こ

と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
定
後
見
人
が
勝
手
に
離
婚
の

訴
え
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
ス
コ
ッ

ト
事
件
、

ス
タ
ー
ン
バ
ー
グ

対

ス
タ
ー
ン
バ
ー
グ
事
件

〔ｒ
ｏ８
ぎ
『
∞

メ
ｒ
Ｒ
●
げ
ｑ
”
８
∞
ｏ
”
・８
∞
・ふ

∽
・日
・Ｎヽ

〓
只
お
お
）〓

上
記
の
モ
ー
ラ
ー

事
件
、
バ
ー
ド
ゼ
ル
事
件
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
事
件
、
モ
ー
マ
ン
事
件
、
バ
ー
ブ

シ

キ

ン

の

申

立

て

事

件

〔
ど

〓

”
け菖

ｏ
３

，
事

圧

ユ

ぶ

一
九
八

〓
【∽ｏ・コ
Ｈ“３

Ｚ
ｋ
い
Ｓ

ＰＳ
Ｏ
程
いビ
、
上
記
の
フ
リ
ー
マ
ン
事
件
を
参

照
。当

裁
判
所
は
、
財
産
及
び
身
上
に
つ
い
て
精
神
無
能
力
で
あ
る
配
偶
者
の

事
例
に
つ
き
、
多
数
の
判
例
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
準
則
を
採
用
し
、

当
該
無
能
力
者
は
、
自
分
自
身
で
も
、
法
定
後
見
人
に
よ
っ
て
も
、
離
婚
の

申
立
て
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
す
る
。
シ
ョ
ー

対

シ
ョ
ー

事
件

８
ド
”
ヨ

く
，∽
Ｆ
■
・ざ
い
∽
わ
。ま
ω
・“
Ｎ
∽
』
・減

∞
８
含
鶴
いこ

と
比

較
せ
よ
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
裁
判
所
は
、
配
偶
者
が
財
産
管
理
に
つ
い
て

精
神
無
能
力
で
あ

っ
て
も
、
身
上
に
関
す
る
決
定
に
つ
き
合
理
的
な
判
断
を

行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
当
該
訴
訟
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

婚
姻
を
解
消
し
た
い
と
い
う
願
い
を
明
確
に
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
離
婚
を
求
め
る
権
利
を
否
定
す
る
絶
対
的
な
準
則
を
課
す
る
立
場
を
採

ら
な
い
。

ヒ
ッ
ガ
ソ
ン
の
婚
姻
に
関
す
る
事
件

〔Ｆ

『Φ
口
一”
”
器
ｏ
い
．∽

】二
●
『ヽ
い”
”
Φ

，ＨＯ
Ｏ
ｐ
】・∞０
・卜
『Ｏ
・いい〇
〇
ｐ
ｒ
知
）り
けヽ
・∞Φ
『
・０
い０
「
・Ｎヽ

Ｎ∞Φ
（いΦ
『ω）〕、

ク

ッ
チ
ン
ズ

の
婚
姻
事
件

〔Ｆ

『ｏ
〓
弩
『一”
器

ｏ
』
【
二
●ぽ
一３
・い８

Ｈ中ｒ
′ヽづ
ｕ
・ωＯ
　
卜
ｕ
。い∞Ｏ
　
Ｈ【ｒ
だヽｏ
も
・ω卜
０
・Φ
Ｏ
　
ＨＰｒ
日）ｏｏ。ヽ
いい
。さ∞
Ｎ
　
日４
』円
。いヽ
　
ＨＯＯ
い

（８
８
）〕
、
ボ
イ
ド

対

エ
ド
ワ
ー
ズ
事
件

〔Ш
ｏ
Ч
ヽ
く
・日
０
■
弩
計
卜

Ｏ
Ｆ
ざ

＞
３
・〓

ヽ
ぼ

ふ

ｚ
い
８

巨
釧
Ｈ
（い０∞
”と
、
シ
ノ

対

シ
ノ
事
件

ａ
薔
ｏ

メ
∽
Ч
●
ｏ
・卜
８

『
”
・∽
僣
ｏ
Ｒ
・Ｎ
あ
・３
卜
＞
。ド

ωミ
（３
８
ビ

を
参
照
。



記
録
か
ら
は
、
夫
が
無
能
力
宣
告
を
受
け
て
い
る

（”
３
ユ
一Ｓ
けａ

Ｆ
‐

８
日
窮
け０詳
）
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
し
、
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
が
夫

の
能
力
に
つ
い
て
何
ら
か
の
認
定
を
行

っ
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
な
い
。
た

だ
記
録
が
、
夫
は

「完
全
に
障
害
を
負
い
無
能
力
に
な
っ
て
い
る
↑
鉾
Ｌ
ぞ

８
８
ぴ
中＆

”
い
Ｏ
Ｆ
Ｓ
ｕ
”
２
け詳
ｏｅ
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

被
上
訴
人
の
準
備
書
面
は
、
夫
を

「八
十
八
才
で
、
病
気
を
患

っ
て
お
り
、

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
に
閉
じ
こ
も

っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
身
体
的
な
障
害
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
人
が
精
神

無
能
力
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ラ
ゴ
サ

対
一
サ
ラ
ゴ
サ
童
屁
け

〔Ｎ
”
『”
”
ｏ
Ｎ”
く
』
ｐ
『”
”
ｏ
ＮＰ

∽
・０
。卜
Ｎｏ
∽
。国
』
０
０
い０

６
計卜
●
●
・い８
じ
〕
を
参
照
。
実
際
、
被
上
訴
人
の
準
備
書
面
は
、
「
…
離

婚
の
訴
え
は
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
」
リ
ー
・
マ
レ
ー
が
か
れ
の
訴
訟
後
見
人
に

要
請
し
た
こ
と
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
。

夫
の
能
力

（８
日
窮
けｏＲ
３

に
つ
い
て
個
別
具
体
的
な
事
実
認
定
を
行

う
こ
と
は
、
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
の
義
務
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
チ

対

ト

ロ
ッ
〓タ
ー
一墓
止
什
　
〔Ｏ
Ｆ
●
『ｏＦ
　
一
。日
Ｏヽ
けけ①『
Ｎ̈『∞　
∽
・Ｑ
・伽〇卜
・Ｎ
ΦＯ　
∽
一日
・Ｎヽ
　
ωω
Ｎ

含
器
じ
〕
を
参
照
。
こ
の
入
日
の
問
題
に
つ
い
て
何
ら
か
の
認
定
が
な
さ
れ

て
い
な
い
な
ら
ば
、
当
該
記
録
は
当
裁
判
所
が
審
査
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
直
一則
の
文
献
。
チ
ェ
ン
ブ
リ
ー

対

チ
ェ
ン
ブ

リ
ー
事
件

〔ｏ
Ｆ

，
日
σ
】８

く
ゎ
Ｆ
”
日
ぴ
一Ｏ①
・Ｎ
∞
∽
わ
。８
∞
・８
∞
∽
』
。ざ

卜
田

０
８
じ
〕
を
参
照
。
ゆ
え
に
、
本
件
は
、
夫
の
能
力
を
決
定
す
る
た
め
に
家

庭
裁
判
所
に
差
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
当
裁
判
所
は
、
息
子
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
離
婚
判
決
を
得
た

い
と
い
う
願
い
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
も
は
や
自
分
の
財
産
を

管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
夫
が
無
能
力
で
あ
る
と
認
定

さ
れ
た
場
合
に
は
、
夫
は
訴
訟
後
敗
爆
″
通
じ
て
離
婚
判
決
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
離
婚
判
決
を
得
た
い
と
い
う

願
い
を
夫
が
も

っ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
証
拠
は
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
も
し
夫
が
財
産

及
び
身
上
に
つ
い
て
精
神
無
能
力
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
夫
は
、

自
分
自
身
で
も
訴
訟
後
見
人
を
通
じ
て
で
も
、
離
婚
の
申
立
て
を
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。

ま
た
妻
は
、
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
は
夫
に
制
裁
措
置
を
課
す
こ
と
を
拒

否
し
た
点
に
お
い
て
、
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
妻
は
、
申

立
て
の
審
理
に
出
席
す
る
の
に
費
や
さ
れ
た
時
間
は
、
夫
の
弁
護
士
が
た
だ

訴
答
書
面
を
訴
訟
適
格
を
も
っ
た
原
告
を
表
す
よ
う
に
修
正
し
さ
え
す
れ
ば
、

費
や
さ
な
い
で
済
ん
だ
は
ず
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。
本
件
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
問
題
は
あ
ま
り
に
複
雑
す
ぎ
て
、
単
に
訴
状
の
冒
頭
に
お
け
る
権
限
の

一
九
九

ァ
メ
リ
カ
に
お
け
る
任
意
後
見
と
法
定
後
見
の
競
合
に
関
す
る

一
つ
の
判
例
―
マ
レ
ー
対
マ
レ
ー
事
件
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記
載
（８
り
〓
ｏ
じ
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
解
決
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
当
裁
判
所
は
、
制
裁
措
置
を
求
め
る
妻
の
要
求
を
否
定

し
た
家
庭
裁
判
所
の
決
定
の
当
該
部
分
を
維
持
す
る
。

上
訴
さ
れ
た
決
定
は
部
分
的
に
差
し
戻
さ
れ
、
部
分
的
に
維
持
さ
れ
た
。

ハ
ー
ウ
ェ
ル
最
高
裁
判
所
長
官
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
裁
判
官
、
フ
ィ
ニ
ー
裁
判

官
、
ム
ー
ア
裁
判
官
は
賛
成
。

原
註
（１
）

当
裁
判
所
は
、
息
子
は
夫
の
財
産
の
潜
在
的
な
受
益
者
と
し
て
明
ら
か
に

利
益
相
反
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
夫
の
後
見
人
と
し

て
仕
事
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

二
〇
〇


